
 

黒石市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

平成２７年３月３０日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 阿 保 淳 士 

 

 

黒石市教育委員会規則第４号 

 

黒石市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則 

 

黒石市立幼稚園管理規則（昭和４５年黒石市教育委員会規則第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第１９条を削る。 

第２０条第１項中「第１項及び第２項」を「第５項」に改め、同条中第２項から第

５項までを削り、同条を第１９条とする。 

第６章中第２１条を第２０条とし、第２２条を第２１条とする。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


